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はまれであるが、時間がかかり、実用的な現場で要求される迅速な決定には非効率である。ここで分析

的推論（システム２）は、演繹法、帰納法、仮説形成法に分類され、これらを組み合わせて推論が行わ

れる。２）演繹法とは、数学の公式に代表されるように、前提として与えられた情報が真実ならば、予め

定式化した方法によりその結論も確かなものとして導かれる方法である。帰納法とは、確率の問題につ

いて公式を用いずにあらゆる発生事象を調べて答えを求める方法のように、考えられる多くの具体例を

挙げて規則性をみつけ一般論を導く方法である。また、仮説形成法とは、最も可能性の高いと思われる

説明を仮定し、行動に移しながら新しい情報を得るたびに柔軟に仮説を更新して結論を導く方法である。 
診断の思考方法に関しては、橋梁分野よりも他の分野、特に医療分野で長年論じられ、実務でもよく

用いられており参考になるものと考える。医療診断では、症状や徴候をもとに原因を仮定するため、結

果から原因へ後ろ向きに推論することから、尤もらしい仮説を立てて不完全な情報でありながらも症状

が悪化しないように治療を行いつつ、新しい情報が入り次第、仮説を更新して治療を続ける仮説形成法

や、症状や徴候から考えられる複数の仮説を立てて、検査結果などから得られた事実をもとに検証し、

可能性のないものは消去して結論を導く帰納法が用いられている。３） 
また、医療分野では誤診を防ぐために、専門知識と技術の向上に加えて、バイアスを効果的に軽減す

るための取組みも行われている。バイアスには、様々なものが報告されているが、初期の印象に過度に

影響を受けてしまい、後の印象に柔軟に対応できずに早い段階で思考停止に至る「アンカリング」、十

分に検証される前に意思決定プロセスの早期に思考停止する「早期閉鎖」や、自分が見たものが全てで、

意思決定には十分と浅はかに考えてしまう「WYSIATI（What You See Is All There Is）」などのバイア

スが知られている。こうしたバイアスを軽減する方法として、客観的・科学的データを意図的、系統的

に収集すること、明確な診断や最も考えやすい診断以外の可能性を考えるなど代替案を提示すること、

思考方法の二重プロセス理論を意識して診断方法を訓練し意思決定にバイアスが潜んでいることを認

識するとともに不適切な意思決定にならないように学ぶこと、などが推奨されている。 
 

２．２ 道路橋の診断方法 
道路橋の診断においても、こうした思考方法やバイアスを軽減する考え方は参考になる。例えば、損

傷のメカニズムなど診断に必要な情報の体系的な整理、診断技術者の思考方法の改善、診断を支援する

情報システムの活用、症例報告の蓄積などに取り組むことが考えられる。４) 
診断技術者の思考方法を改善するためには、教師となり得る優秀な診断技術者の思考方法を明らかに

し、一般技術者がこれを学習できるようにすることが有効である。新設橋の設計・施工では、ある前提

条件のもと近似的に最適解を得る方法、つまり演繹法によって思考し実施し得るが、既設橋の補修補強

設計・施工では、個別の橋の品質・状態、置かれた環境条件、施工時に判明した新たな情報などをもと

に対策を講じる必要があることから、帰納法、仮説形成法により思考し実施することになる。 
そこで AI 共同研究に参加している複数の診断技術者に実務での診断方法を聴取のうえ、既設橋の診

断に必要な知識、思考方法を整理した。 
道路橋の点検、診断、措置のプロセスでは、図３のとおり変状を見つけて記録し、損傷と原因を特定

したうえで健全性を診断し、原因の除去を含めて補修補強を行う。５）など 損傷は、医療で例えるなら

病気に相当し、変状はせきや鼻水などの症状に相当する。症状や問診、検査などの情報をもとに病気や

その原因を特定又は絞り込んだうえで処方している。道路橋も同様な流れで診断すると良いと考えられ

る。医療の場合は、病気の原因や発症の過程、病気の診断確定を目的とする病理学が進歩しており、臨

床現場において診断や処方の決定に大きな役割を果たしている。また、新たな症例などは論文等で多く

発表されており、同様の症状に対する診断や処方にも活用されている。しかし、道路橋の場合は、これ

らの知見の蓄積、経験が不十分であり、そのような環境の中で診断を信頼性あるものにしていくことが

課題と言える。道路橋の診断においても、どのような原因で損傷が生じ、どのようなプロセスを経て進

行するのかといった損傷のメカニズムを明らかにすることが重要である。既に研究の蓄積があり原因、

メカニズムが明らかにされた損傷については、それに従って診断、措置を行っていくことができるが、

近年になって発生が明らかになった損傷については、原因、メカニズムが明らかになっていないので、

定期点検から得られる情報や類似の変状を参考にするなどして仮説を立て診断、措置を行うこととなる。

この場合においても、道路管理者が納得できる論理的な診断内容を示すことが必要であるし、措置の効

果が不明な場合などでは研究において明らかにし提示していく必要がある。 





 

- 4 - 
 

応じて道路管理者が詳細調査を実施する。(6)ここまでに得られた情報をもとに損傷及び原因を特定する

とともに、(7)損傷の進行度（状態）の推定、(8)その後の損傷の進展を推定して、(9)措置方針を含めた

診断結果を出力し、道路管理者が措置を実施したのち、その内容をカルテに保存する。また、診断セッ

トの情報との矛盾や情報不足で損傷の特定ができない事象など診断結果を示せなかったものについて

は、矛盾・未解決な再検討事例として保存し、研究や調査が進んで解決できるまで保留しておく。 
このシステムで出力された診断結果は、診断セットをもとに判断根拠を示すものとなり、経験の少な

い技術者が行う場合でも、論理的な診断を行うことが可能となるので信頼性が高まるものと考える。ま

た、診断の経験が増し熟達度が上がるにつれて、診断時にシステム１の思考時間割合が増え、それに伴

いバイアスが生じやすくなる傾向となるので、これを軽減するために診断を支援する情報システムを用

いてシステム２の思考に戻ることも信頼性向上に有効であると考える。４） 
ただし、システムの性格上、診断を支援するものであり、最終的な判断は道路管理者など人が行うも

のであることは変わらない。 
 

２．５  診断 AI プロトタイプの構築 
診断 AI のプロトタイプ構築では、前述のシステム処理の流れの各段階に応じた情報を入力して、「診

断セット」の内容をもとに、「もし・・・ならば、・・・である。そうでなければ、・・・である。」とい

う作成したルールにより、システムが情報処理できるよう、開発にあたってまず診断フローチャートを

作成した。 
 R2 年度のプロトタイプについては、ユースケース（利用場面）として、定期点検が完了し事務所で

診断作業を行う場面を設定した。この際、点検内容は直轄の定期点検要領をベースとしている。診断

AI の使用者は、橋梁点検や診断等について最低限の知識を有している者を対象とし、非熟練者でも使用

できるように画面表示を工夫することとした。 
 現在開発しているシステムでは、各段階でのデータ入力が煩雑で、技術的判断が必要なデータ項目も

多数あるなどデータ入力の支援方法を検討する必要がある。また、直轄だけでなく自治体での活用を視

野に入れているので、点検データが各自治体で独自様式に簡素化されているなど直轄ほどには十分には

ない場合にも、診断が可能となるよう最低限必要なデータ項目の検討などを考えている。 
 R2 年度は、RC 床版、床版橋を対象にプロトタイプを構築し、現場実証を行い具体橋梁の診断を行う

なかで、定期点検で得られた所見との相違、業務での活用などについて課題を確認し、システム改良に

つなげることとしている。また、ユースケースについても、タブレットを用いて、点検で現場に行く前

にカルテ等から情報をシステムに入れて、現地で橋の状況を見ながら情報を入力し、現地や事務所で診

断結果が表示（出力）される場面を設定して開発することも考えている。６） さらに共同研究の成果と

して、診断 AI システムの標準仕様となる機能要件、データ標準、システム連携仕様等を作成すること

を予定している。 
 
３．RC 床版の土砂化に対する早期検知技術の開発 
３．１ RC 床版土砂化の現状 

RC 床版の設計基準では、建設省道路局長通達（S42）以降、最小床版厚および配力鉄筋量の見直し

による疲労損傷への対応は実施されているが、スパイクタイヤ規制（H5）以降、凍結防止剤の散布量が

増加しており、塩分を含んだ水が床版へ浸入し、床版下面に変状が発生しなくても、床版上面が土砂化

している事象が発生している。（写真１、写真２を参照）床版の土砂化は、路面からの水が床版上面に

浸入し疲労を促進するだけではなく、塩害、凍害等のコンクリートの劣化を誘発することが原因と推定

される。７) 

       
（a）5 年前の定期点検時  (b)床版下面の抜け落ち時 

 写真１ 舗装開削後に土砂化が判明した事例    写真２ 床版下面の抜け落ち事例 
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命を守るための水害対策の研究 
 

水災害研究グループ グループ長 伊藤 弘之 
 

１．はじめに 
 近年、毎年のように記録的な大雨とそれによる被害が発生しており、痛ましい人的被害が繰り返され

ている。最近の傾向としては、日本付近の海面水温が上昇し台風が勢力を保ったまま日本に接近・上陸

したり、発達した前線に水蒸気が長期間に大量に供給されることにより大雨が生じている等、地球温暖

化が影響していると見られる。このことは近年の水害の頻発が一時的な傾向ではなく、地球温暖化の進

行に伴い今後さらに大雨災害が激甚化することを示唆している。 

水害は地震等他の自然災害に比べて大雨から発災までにある程度の時間があることから、災害の予兆

があった時点で適切な避難行動をすれば命は守れるといわれている。また最近では、気象予報の発達の

他、浸水想定区域やハザードマップ、洪水予警報、避難勧告等、地域のリスクや避難のタイミングに関

わる情報が作成され積極的に提供されている。それにも関わらず、毎年のように百人程度以上の死者・

不明者が発生している状況を踏まえると、これまでのリスク情報の提供や災害時のトリガー情報の提供

だけでは、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの判断で避難行動をとるという原則自体

が容易でないことが伺える。ICHARM では水災害現象の解明・予測・リスク評価・コミュニケーション等

広範な研究を行っているが、ここでは「命を守る」という視点から現在取り組んでいる研究について紹

介する。 
 

２．これまでの主な水害と避難誘導に関わる政策 
 避難誘導に関わる政策としては、水防法や災害対策基本法に基づき、平常時及び災害時のリスク情報

の提供等様々な取り組みがなされてきた。水災害において「命を守るため」の情報の重要性が再認識さ

れたのは、1999 年 6 月の福岡水害と思われる。福岡市の御笠川の氾濫により地下鉄博多駅構内が浸水し

逃げ遅れた一人が死亡している。地上での氾濫発見情報が地下街に届いていなかったのが一因であった。

翌年 2000 年には東海豪雨により中心都市名古屋で 1 日の雨量が 400mm 以上と平年の月降水量の 2 倍に

相当する記録的豪雨となり、庄内川・新川が氾濫し約 10 名が死亡した。これらを踏まえ、2001 年には

水防法で「洪水予報河川の拡大」、「浸水想定区域の指定」、「洪水予報等の伝達方法、避難場所等の記載、

地下街等への洪水予報伝達方法の記載」が規定された。2004 年には新潟・福島豪雨により刈谷田川・五

十嵐川で堤防が決壊し、高齢者を中心に 16 名の死者が生じた。高齢者等要支援者の避難や、避難勧告

等の発令時期、発令基準、情報伝達のあり方等の課題が議論され、2005 年に内閣府で「災害時要援護者

の避難支援ガイドライン」1)が公表されたほか、「避難準備情報（現在：避難準備高齢者等避難開始情報）」

が位置付けられた。また、「洪水等に関する防災情報体系のあり方について（提言）」2)が公表され、防

災情報のレベル化や用語の見直し等が行われた。2014 年には線状降水帯に伴う深夜の豪雨により伊豆大

島において、2015 年には広島で土砂災害による多数の死者が発生しており、災害発生後に避難勧告が出

されたことから、夜間の避難勧告の発令について議論がされた。 

 このような豪雨の規模や頻度の増加、人的被害の度重なる発生、米国ハリケーン・サンディーの発生

による首都機能喪失の危惧等から「新たなステージに対応した防災･減災のあり方」3)が 2015 年に提言

された。この中で、「新たなステージ」に対応するため、洪水等についても最大クラスの外力（大雨等）

を想定して「命を守る」、「社会経済の壊滅的な被害を回避」するための対策を進めることが提言され、

同年 7月には想定最大規模外力による浸水想定等が水防法に規定された他、タイムライン作成等の取り

組みが行われてきた。しかし、その後も 2015 年関東・東北豪雨災害による大規模氾濫、2016 年台風第

10 号によるグループホームの浸水、2017 年九州北部豪雨、2018 年西日本豪雨、2019 年台風第 19 号等

災害と相次いで犠牲者が発生しており、このような状況を受け 2015 年には「大規模氾濫に対する減災

のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による『水防災意識社会』の再構築に向けて～答

申」4)において、「氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える『水防災意識社会』

を再構築する必要がある。」ことが提言されている。さらに 2020 年には「気候変動を踏まえた水災害対

策のあり方について～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な『流域治水』への転換～答申」5)に

おいて、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う、

流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指すこと等が提言されるに至っている。 
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土砂災害発生時の応急対応にかかる CIM モデルの活用について 
 

土砂管理研究グループ 地すべりチーム 上席研究員 杉本 宏之 
 

１．はじめに 
土砂災害は豪雨や融雪、地震等によって全国各地で毎年発生しており、今年も既に多くの土砂災害が

発生している。令和 2 年 7 月豪雨では 941 件の土砂災害が発生し、その内の 80 件が地すべりである 1)。

地すべりは、斜面の一部（地すべり土塊）が地下水等の影響によってゆっくりと斜面下方に移動する現

象で被害が大きくなることが多い。また、地すべり土塊が一旦動き出すとその動きを止めるのは困難で

あり、避難や応急対応が長期化することも少なくない。地すべり災害が発生した場合、まず，最優先で

行われるのが地すべりの発生状況や被災状況についての現地調査であり、それに基づいて警戒避難体制

が検討・整備される。また、地すべりの動きの抑制、被害の拡大を防ぐための応急対策工事についても

並行して検討・実施される。これらは、国や自治体等が対応するが、対応策の検討が技術的に高度にな

る場合は、要請に基づいて土木研究所から土砂災害専門家（TEC-FORCE 高度技術指導班）を派遣する

こともある。 
地すべり災害は進行性の災害であり、災害発生時の現地調査や警戒避難体制の構築、応急対策工事等

の実施にあたっては、迅速化、安全性が強く求められることから、新技術を積極的に活用し、災害対応

の高度化につなげる取り組みが重要である。土砂管理研究グループ地すべりチームでは、効果的かつ効

率的な応急対応の実施に資するため、3 次元地形モデル（CIM モデル）をバーチャルな現場として現地

調査や警戒避難体制、応急対策工事の検討へ活用する取り組みを進めている。本講演では、地すべり災

害発生時における CIM の活用方法、今年の災害対応における CIM モデルの活用事例等について報告す

る。 
 
２．地すべり災害への CIM の活用についての検討 
地すべり分野では令和元年 5 月に国土交通省から CIM 導

入ガイドライン地すべり編 2)が公表され、通常事業でのCIM
の活用が進められている。しかし、災害対応の場合は迅速

に実施することが求められるために CIM導入ガイドライン

に沿って詳細な CIMモデルを作成するのは難しいと考えら

れる。地すべりチームでは、令和元年度から地すべり災害

への CIM の活用について検討を開始し、災害対応における

CIM 活用の基本的な考え方の整理 3）、CIM モデルの作成手

法についての検討 4、5）を行ってきた。これら検討の成果を

「地すべり災害対応の CIM モデルに関する技術資料（案）」

（以下、技術資料）6）としてまとめ、地すべりチームのウ

ェブページで令和 2 年 5 月に公表した。 
技術資料については、国土交通省砂防部から全国の地方

整備局等、都道府県の砂防担当部局宛の事務連絡に添付され、技術資料を参考にして CIM モデルの積

極的な活用および必要な事前準備を進めるよう要請されている。令和 2 年 7 月豪雨でも多数の地すべり

が発生しており、地すべりチームが技術支援を行った埼玉県、長崎県、岐阜県、宮崎県、山形県等で既

に CIM モデルが災害対応に用いられている。なお、技術資料については、これらの災害対応の経験を

踏まえ、必要に応じて内容の見直しを行う予定である。 
 
３．地すべり災害対応の CIM モデル 
３．１ 地すべり災害対応で求められる CIM モデル 

地すべりの災害対応において重要なのは、斜面地形、変状の発生状況、保全対象の分布状況等の 3 次

元的な位置関係をふまえた地すべり災害の全体像を現地調査等によって正確に把握し、警戒避難体制の

構築、応急対策工事等の検討を行うことである。そのため、地形データが重要となるが、そのような目

的に用いることができるデータとしては、オルソ画像、陰影図、DEM とオルソ画像の重ね合わせ、カ

ラー点群データ等がある（図 2）。このうち、カラー点群データは、地形や地物の形状・色を 3 次元的に

図 1 事務連絡（左）と技術資料（右）
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の位置関係等を 3 次元的に確認することが重要である。そのためには、CIM モデルを動かして様々な視

点から確認しながら、地すべりの影響範囲を予測することが有効である。 
（２）応急対策の検討 
応急対策の検討では、地形形状や地物の配置の現地の状況等を考慮し、土砂流出が発生した場合の流

出経路を 3 次元的な予測を行いながら、応急対策工の配置計画や施工計画の検討を行う。CIM モデルに

よって、土砂の堆積状況や現地の段差や勾配の状況、構造物・道路・河川・樹木の配置等を確認した上

で検討を行うことが有効である。 
（３）CIM モデルの Web 共有 

国・自治体等の関係機関相互の情報伝達、打合せ協議、専門家による技術支援において、Web-GIS
や Web 会議システムを活用してオンラインで現場の CIM モデルを共有する。または、汎用性の高いフ

ァイル形式で共有する。これらを活用することで、状況認識の共通化、判断の迅速化、誤解による間違

い防止等の効果が期待される。 
（４）地域住民やマスコミへの説明に活用（例） 
 視覚的にわかりやすい CIM モデルを地域住民やマスコミへの説明に活用することで、地すべりの全

体像、現地状況についての理解が向上すると考えられる。 
 
４．地すべり災害対応時の CIM の活用事例 
４．１ 地すべりの災害調査（山形県） 
地すべりチームでは、山形県の要請を受けて地すべりの災害調査を令和 2 年 8 月に行い、警戒避難体

制及び対策工事に関する助言等の技術支援を行った。発災直後の UAV 写真等から山形県が作成した地

すべり災害対応の CIM モデルを基に土木研究所において事前分析を行い、時間の限られる現地調査の

効率化を図った。また、県をはじめとする関係機関への調査結果の報告や報道向けの記者会見において

も CIM モデルを活用し、調査結果を分かりやすく説明するように努めた。 
 

 
図４ CIM を活用した地すべり災害技術支援 

 
４．２ 地すべり災害のリモート技術支援（埼玉県） 
令和 2 年 5 月、地すべり災害に関する技術支援の要請を埼玉県から受け、応急対策や復旧対策につい

てリモートでの技術支援を実施した。埼玉県本庁、埼玉県秩父県土整備事務所、土木研究所の 3 ヵ所を

結び、埼玉県が作成した地すべり災害対応 CIM モデルを「バーチャル現場」としてオンラインで共有

し、応急対策や復旧対策についての技術支援を実施した。 
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図５ CIM を活用した地すべり災害技術支援 

 
５．おわりに 
 災害対応には CIM が有効である。3 次元地形モデルを「バーチャル現場」として活用すると、3 次元

的な位置関係をふまえた全体像の把握が容易になり、警戒避難体制の構築、応急対策工事の検討に活用

することができる。遠方にいる県庁・本省の担当者と現地状況を正確に共有することや、土木研究所等

による遠隔での技術支援も可能になる。CIM を使えば様々な説明が一目瞭然であり、多くの関係者に対

して繰り返し必要となる説明も効率的になると期待される。地すべりチームでは、令和 2 年 7 月豪雨の

一連の技術支援対応で CIM モデルを活用してきたが、CIM モデルを使った説明は大変分かりやすいと

の評価を、どの県からも頂いた。このような CIM モデルの良さは実際に 3 次元的に動かして見ないと

伝わらないところがある。そのため、簡単な CIM モデルからでよいので、ぜひ取り組んでいただきた

い。発災直後の対応においては、地すべり全体の概略地形モデルだけでも十分に有効である。 
現時点では、国や自治体等の ICT 環境が十分とは言い難く、広く普及していくには ICT 環境の整備

がポイントとなると考えられる。通常の業務で用いているパソコンで CIM を扱えるようになると業務

の進め方が格段に変わると思われる。また、点群データの CIM モデルを取り扱うハードウェア、ソフ

トウェアの機能や操作性の向上にも期待したい。現地調査の際に、タブレットやスマートグラスに CIM
モデルを表示させ、現場で参照しながら調査結果が入力できたり、撮影した写真を CIM モデルにリン

クできるようになると、現地調査が効率的に実施でき、結果も分かりやすく、速やかに共有できる。 
効果的かつ効率的な現地調査、応急対応の実現に向けて、引き続き研究を進めるとともに、関係機関

との連携を進め、現場への実装に取り組んでいきたい。 
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暴風雪による視程障害時の除雪車運行支援技術について 
 

技術開発調整監付寒地機械技術チーム 上席研究員 片野 浩司 
 

１．はじめに 
 近年、積雪寒冷地では気候変動の影響による極端な暴風

雪に伴い、車両の立ち往生や長時間にわたる通行止めなど、

冬型災害の発生が増加している。そのため、暴風雪による

視程障害時（写真-1）においても安全に除雪作業を行い、

道路交通の早期解放や緊急車両の先導を可能とする除雪車

の開発については、現場ニーズが非常に高い。 

 本稿では、吹雪による視程障害時においても安全に除雪

作業が行える運行支援技術として、車線内を走行するため

に自車位置を推定する車線走行支援技術、及び衝突事故を

防ぐために除雪車周囲の人・車両・道路工作物などを探知

する周囲探知技術について検討したので紹介する。 
 

２．車線走行支援技術の検討 
 車線走行支援は、自車位置を正確に測位するために GNSS 測位を用いることを基本に考えているが、

準天頂衛星「みちびき」の活用は各機関で検討されている。そこで、当チームでは、衛星不感地帯に必

要な補完技術として、気象の影響を受けにくい磁気マーカシステムを採用し、先行的に取り組んでいる。 

 

２．１ 磁気マーカシステムを用いた自車位置推定システムの概要 
 磁気マーカシステムは、道路に埋設した磁気マーカを車

両底部に設置した磁気センサで検知することで、自車位置

を測位する技術である。実験には愛知製鋼(株)製の磁気マ

ーカシステムを使用した。また、磁気マーカシステムの位

置情報と IMU※1による自律航法を組み合わせた自車位置推

定システムを新たに開発した。自車位置推定システムは

IMU による自律航法を主としているが、IMU は観測時間の経

過とともに測位誤差が累積される。そこで磁気マーカシス

テムの位置情報により測位誤差を補正する仕組みとなって

いる。自車位置推定システムの概要図を図-1 に示す。 

 
２．２ 車線走行支援ガイダンスの検証  
 自車位置推定システムの位置情報をオペレータに提供するための車線走行支援ガイダンスを試作し、

自車位置の測位精度を検証するとともに、ガイダンス情報に従い車線を逸脱せずに走行可能か検証した。 

（１）ガイダンス試作機の作製 

 ガイダンス試作機は、ロボット用オープンソースソフトウェア「ROS」※2の可視化ツールである「RViz」

をベースに新たに開発したものである。RViz は、ROS で通信されるデータであれば種類を問わず表示す

ることができ、外部からのセンサ情報やロボットの形状モデル、地図、計画軌道などを三次元表示する

ことができる。 

 図-2 にガイダンス画面例を示す。実験を行った寒地土木

研究所苫小牧寒地試験道路の高精度三次元地図を作成し、ベ

クターマップにより区画線と走行車線の中心にガイダンス

用の走行目安線を表示した。また、現在位置や道路周辺状況

を把握しやすいように、点群情報を基に道路や道路周辺の起

伏・背景をカラー表示した。ガイダンス画面はオペレータの

運転操作のしやすさを考慮し、運転席からの視点（以下、「コ

ックピットビュー」という）、後方からの鳥瞰的な視点（以 

図-1 自車位置推定システム概要図 

図-2 ガイダンス画面例(バードビュー)

写真-1 吹雪による視程障害の発生状況
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 曲線部では、マーカ設置間隔 3m の回送時において目標精度を達成できた。マーカ設置間隔 3m の除雪

時と設置間隔 5m の回送時では、上記と同様な理由で誤差に大きな差が見られなかったことから、設置

間隔 3m の回送時と同等と判断した。 

 本実験では、圧雪路面上に磁気マーカの位置を示すマーキング等は行っておらず、ガイダンスの画面

に表示される磁気マーカの位置を目安に行った。そのため、直接目視で路面を確認しながら運転するよ

りも、細かなハンドル操作を伴う運転となり、自律航法の測位精度に影響を与えたものと思われる。ま

た、視界を遮断した場合は運転挙動がより不安定になるため、その傾向がより強くなったものと考えら

れる。 

 曲線部では、道路線形に合わせてハンドル操作を行いながら、磁気マーカの位置合わせを行うため、

確実に磁気マーカ上をセンサが通過するためには、ガイダンスによる運転操作の習熟が必要である。 

（３）RTK 方式によるガイダンス性能検証実験 

 ガイダンスシステムはリアルタイムに自車位置を

高精度地図に表示するとともに、走行軌跡が記録可能

である。高精度地図には、走行位置をガイダンスする

ための走行目安線が表示されているので、オペレータ

は走行目安線に除雪車モデルの中心を合わせて運転

することで、車線を逸脱せずに走行できる。 

 そこで走行目安線の設定座標を基準とし、目視によ

る通常走行の軌跡と視界を遮断したガイダンス情報

のみによる走行軌跡の測位座標との差を比較するこ

とで、ガイダンス性能を評価することとした。また、

オペレータにガイダンス使用時における運転操作性 

に関するヒアリングを行った（写真-5）。実験項目は以下のとおりである。 

・ガイダンス画面：コックピット、バード、2D、通常走行（ガイダンス無し） 

・走行条件   ：除雪有り、除雪無し（回送） 
 実験結果を表-3 に示す。コックピットビューでは、

直線部の除雪時において目標精度を達成できたが、直

線部の回送時と曲線路の除雪時では、左右方向の最大

離隔距離が 50cm を超える箇所があった。しかし最大

離隔距離範囲では 1m 以内に収まっていることから概

ね目標精度を満たしていると評価した。 

 バードビューでは、直線部の回送時と除雪時におい

ては目標精度を達成できた。曲線部の除雪時では最大

離隔距離範囲が 1m を超えているため目標を達成でき

なかった。2D ビューはコックピットビューと同様の

結果となった。一方、比較のため実施した目視による

通常走行では、直線部の回送時と除雪時は目標精度内

で走行できたが、曲線部では最大離隔距離範囲が 1m

を大幅に超える結果となった。 

 通常走行とガイダンス画面毎の平均離隔距離を比

較すると、直線部の回送時及び除雪時では、通常走行

とバードビューの平均値は小さく、道路中心寄りに走 

行する傾向が見られた。また、コックピットビューと 2D ビューは、左方向に偏る傾向が見られた。 

 曲線部では目視による通常走行でも左方向に偏る傾向があり、2D ビューは同様の傾向を示したが、コ

ックピットビューとバードビューでは、緩和される傾向が見られた。通常走行では、路面状況が圧雪の

ため中央線や外側線が視認できなかったことから、道路中心より左寄りに走行したものと考えられる。

一方、コックピットビューやバードビューでは、ガイダンス画面上に区画線や走行目安が表示されてい

るため、バラツキはあるものの道路中心に沿って走行することができた。 

 オペレータへのヒアリングでは、除雪車モデルと走行目安線との位置合わせに慣れが必要だが、慣れ

れば走行に支障はないことがわかった。また、3D 地図に背景があるため位置関係を把握しやすく、特に

表-3 ガイダンス性能検証実験結果 

写真-5 ガイダンス性能検証実験状況 

左方向最大
離隔距離

(ｍ)

右方向最大
離隔距離

(ｍ)

-0.26 0.24

-0.03 0.37

-0.84 0.44

-0.61 0.10

-0.32 0.08

-0.23 0.57

-0.30 0.30

-0.12 0.23

-0.56 0.56

-0.55 0.25

-0.46 0.02

-0.53 0.16

〇

ガイダンス
画面

走行
条件

道路
条件

平均
離隔距離

(ｍ)

最大離隔距離範囲(ｍ)

評価

無し
（通常走行）
視界遮断無

回送 直線 0.00
0.49

除雪
直線 0.16

0.39
〇

曲線 -0.23
1.28

×

△

除雪
直線 -0.08

0.40

回送

〇

△

コックピット
ビュー

視界遮断有

直線 -0.36
0.71

バードビュー
視界遮断有

回送 直線 0.02
0.60

曲線 0.14
0.80

〇

除雪
直線 0.05

0.35
〇

曲線 0.10
1.13

×

△

除雪

直線 -0.19
0.48

〇

△

2Dビュー
視界遮断有

回送 直線 -0.14
0.79

曲線 -0.18
0.69
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た。また、オペレータとしてはより安全側で警報を受ける方が良く、今回の条件だと注意 60m 警告 30m

でのタイミングが望ましいことがわかった。一方で、画面表示（視覚情報）のみでオペレータに情報を

伝達する方法には限界があり、音による警報と組み合わせことが有効であることが確認できた。 

 
４．おわりに 
 本研究では、暴風雪による視程障害時でも安全に除雪作業が行える運行支援技術として、自車位置を

推定し車線内を走行するための車線走行支援技術、及び除雪車周囲の人・車両・道路工作物などとの衝

突事故を防ぐための周囲探知技術の開発に取り組んだ。 

 車線走行支援技術は、磁気マーカシテムを用いた自車位置推定システムの車線走行支援ガイダンスを

試作し、除雪車の前方視界を遮断した状態で、ガイダンス情報に従って車線内を走行する実験を行った。

車線走行支援ガイダンスは、目標測位誤差（±50cm 以内）で自車位置を表示し、車線逸脱することな

く除雪作業が可能であることを確認した。 

 周囲探知技術は、ミリ波レーダを用いた前方障害物探知ガイダンスを試作し、これを搭載した除雪車

の前方視界を遮断した状態で走行して、ガイダンス情報に従って除雪車を停止させる実験を行った。ガ

イダンス情報に障害物の未探知・誤探知はなく、オペレータはガイダンス情報に従いながら、障害物の

10m 以上手前で安全に停止可能であることを確認した。 

 今後、車線走行支援技術については、主たる自車位置測位である衛星測位（みちびき等）に関する一

般道での検証試験を行う予定であり、周囲探知技術については、ガイダンスシステムの改良及び警告方

法の検討とともに、一般道を対象とした除雪現場での効果検証及び課題の抽出を行う予定である。 

 

※1 IMU（Inertial Measurement Unit：慣性計測装置） 

※2 ROS（Robot Operating System：ロボット用ソフトウェアプラットフォーム） 
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つ基盤技術の導入が他の業界に比べて遅れていた．そこ

で現在，これら最先端の技術を活用し，建設生産性の大

幅な向上を実現することが期待されている．具体的には，

これらの技術を用いて建設施工の一部あるいは全体を

自動化し，非熟練技能者が熟練技能者並みの生産能力の

発揮を実現することや，より少人数で建設施工を行うこ

とで一人当たりの生産能力を上昇させるということで

ある．そして最終的には，建設施工現場に必要な人員が

最低限または無人となり，遠隔地などから指令を発信す

るだけで施工が自動で行われる状態，が将来的な目標と

なる（図 6 にイメージ図を示す 12)）． 
この建設施工自動化は近年研究が進められてきてお

り，施工会社や建設機械メーカなどが建設機械の自動運転等で試行を行っている 13)〜16)．しかし，建設

施工は単独の建設機械による作業だけではなく，複数の機械の協調作業や全体の施工計画，施工後の検

査などで構成されている．上記の将来目標を実現するためには，BIM/CIM や施工データ，AI の活用な

どを行い，これらの自動化を行うことも求められている． 
 

４．２ 建設施工自動化の課題と土木研究所での取組 
「建設業のためのロボットに関する調査報告書（日建連）17)」によると，建設業へのロボット実用化

に向けた課題として下記の点などが挙げられている．これはそのまま建設施工自動化の実現に向けた課

題ととらえることができる． 
① 多種多様な建設現場環境や作業内容に対応できる柔軟な建設ロボットの開発 
② 自動化を念頭においた法令・規制の整備 
③ 協調領域の明確化と技術の標準化による研究開発体制の整備．それによる開発コスト削減． 
 これらの課題を解決するためには，法令・規制の提案とともに，建設施工会社，建設機械メーカ，レ

ンタル業者，測量業者，情報システム業者などの様々な研究者が一体となり協力することが必要である．

そこで（国研）土木研究所技術推進本部では，「各業者間の競争・協調領域の明確化」「多業種参入を容

易にするための共通研究基盤（研究プラットフォームなど）の整備」「オープンイノベーションを前提

とした実証フィールドの構築」「自律化を考慮に入れた施工方法，監督検査方法，安全規格の提案」な

どを目的とした研究を，現在実施中の重点研究や令和 4 年から開始される次期中長期研究開発プログラ

ムなどを通して実施していきたいと考えている． 
 

５．おわりに 
国土交通省では，これまでの i-Construction の取り組みをふまえ，さらなる社会資本の変革と働き方の

変革による安全・安心な社会の実現のために「インフラ分野における DX」を推進している．（国研）土

木研究所も，国土交通省などと連携して本施策の推進に取り組んでいきたい． 
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 実験ではひび割れを「見る」だけでなく、図－３の方法によるひび割れ幅の算出も行った。コンクリ

ート供試体にひび割れをコンタクトゲージで測定したひび割れ幅と、同じひび割れを遠方から本技術で

測定したひび割れ幅の結果を図－５(a)に示す。50m 程度の距離からであれば、望遠機能のある市販の

カメラを使うことによって、0.3mm 以上のひび割れであれば±0.1mm 程度の誤差で測定可能で、0.3mm
以下のひび割れでも精度が劣るもののひび割れの検出ができることが確認できた。 
 

    
      (a)遠方からのひび割れ幅測定結果       (b)実験の状況  

図－５ 遠方からひび割れを「見る」実験の結果と状況 

 
 また、本技術にさらに必要な性能として、点検する部材の注目する面との角度が、ある程度ある場合

でも、ひび割れを「見る」ことができることも挙げられる。実験ではこの点についても検討を行った。

測定面の鉛直線に対して角度がある場合のモアレ縞の状況の例を図－６(a)に示す。角度がある場合は

モアレ縞にもひずみが生じるが、図－６(b)に示すように 30°程度までの傾きであれば十分に良好な精

度でひび割れ幅が測定できることが分かった。 
 

      
(a) 角度がある場合のモアレ縞の例  (b)角度がある場合のひび割れ幅測定結果 

図－６ 角度がある場合のひび割れを「見る」実験結果 
 

 
２．５ モアレ縞を活用したひび割れを「見る」の応用と今後の課題 
 本技術は近接目視が困難な部位のコンクリートの点検において、ひび割れの発生検知の効率化に効果

が期待されるが、実用化にあたってはさらなる具体的な使い方の提案と、効果の確認・検証が必要であ

る。現在はこの点に関する検討を進めているところであるが、本技術は、事前にひび割れ発生を検知し

たい部位に、規則的パターンを施しておく必要があるという点からは、部材の広い範囲を対象とするよ

りは、ひび割れ発生があった場合、特に問題となりやすい特定の部位への適用が効果的であると考えら

れる。そのような部材の候補の一つとしては、トンネルジェットファンの取り付けなどに使われるあと

施工アンカーボルトの周囲が挙げられる（図－７）。アンカーボルトは固着部位の近傍にひび割れがあ

ると固着力が低下することが分かっており 9)-10)、トンネル覆工コンクリートのこの部位のひび割れの発

生は、適切に検知されるべきである。一方、アンカーボルトの取り付け位置はトンネル覆工コンクリー
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 実験の結果を図－１１に示す。接触電極法による測定電位 130mV を閾値とすると、配合によらず全

塩化物イオン量がおよそ 2.4kg/m3を超える場合を区別できていることが分かった。 

 
３． ４ 電極接触法によるコンクリート中塩分測定技術の応用と今後の課題 

 前項で確認した電極接触法の特性を踏まえて、この方法を活用し塩害を受けた構造物の補修の高度化

に活かす方法を検討し、はつり面の残存塩化物イオン量を推定する方法（図－１２(a)）と、塩害による

腐食が始まる前に塩分の侵入状況を簡易に確認する方法として、かぶり深さ方向の塩化物イオン量を推

定する方法（図－１２(b)）の２つを検討・提案した。ここではこのうち、はつり面の塩化物イオン量を

推定する方法について、その適用法や可能性検討のための実証実験の事例を示す。 
 

 
    (a)はつり面の残存塩化物イオン量推定    (b)かぶり深さ方向の塩化物イオン量推定 

図－１２ 電極接触法による塩化物イオン量推定の現場への活用方法のイメージ 
 

 実証実験の対象としたのは、ポストテンション方式 3 径間 PC 単純 T 桁（2 主桁）の側道橋で、本線

の道路橋と並んで約 16 年間塩害環境に供用されていた部材である（図－１３）。600×600mm の範囲を

はつり面とし、ブレーカーを用いてはつり作業を行った測定方法検証のために、はつり深さを 0～70mm
の範囲で変化させた。はつり作業ののちに現地で電極接触法による電位測定を行うとともに、試料を採

取しての全塩化物イオン量測定も併せて行い、はつり作業途中での電極接触法による測定結果との比較

も行った。 

 

 
図－１３ はつり面の残存塩化物イオン測定対象とした部材 

 
 この桁の、コンクリート表面からの全塩化物イオン量の深さ方向の分布を図－１４に示す。60mm ま

では全塩化物イオン量 2 kg/m3程度以上の値を示し、71mm では全塩化物イオン量は 1.2kg/m3程度で

あった。この結果からは、表面からの距離を 50mm より大きくすれば、明らかに鋼材の腐食を促進させ

うる全塩化物イオン量 2.4kg/m3以上のコンクリートを除去可能と推察される。 
 しかし、実際には部位によって塩化物イオンの侵入状況にはばらつきがある。はつり作業を、接触型

電極法による電位測定を並行して進めた結果の例を図－１５に示す。当初 50mm 程度はつっても、電位

が 130mV 以下である部位が見つかった。このような部位でも、追加はつりによってはつり深さを深く
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11)  櫻庭浩樹，西村俊弥，中村英佑，古賀裕久：塩分センサを活用したはつり面の塩分量測定方法の提

案，コンクリート構造物の補修，補強，アップグレード論文報告集，第 18 巻, pp.615-620, 2018. 
12)  土木研究センター：建設省総合技術開発プロジェクトコンクリートの耐久性向上技術の開発，

pp.21-33, 1988. 
13） 共同研究報告書 第 517 号，「コンクリート構造物の目視困難な損傷・変状に対する先端技術を用
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地質・地盤リスクに ONE-TEAM で対応する 

－地質・地盤リスクマネジメントの導入と運用－ 

 
地質・地盤研究グループ 地質チーム 上席研究員 阿南 修司 

 

１．はじめに 
 土木構造物のほとんどは、地質・地盤を基礎あるいは材料として利用するため、地質・地盤の分布

や性状はその設計や施工、維持管理において重要な要素であるが、地質・地盤の分布はその成り立ち

を反映して複雑なものであることが多く、同一の地質・土質区分であってもその性状が不均質なこと

もある。これに加えて地下は直接確認することが難しいことから、設計や施工で用いる地質・地盤条

件の想定には不確実性が内在することは避けられず、平成 28 年 11 月に発生した福岡市地下鉄七隈線

延伸工事における道路陥没事故は、このような不確実性に起因する事象の顕著な例である１）。 
 この事故を始めとする地下空間の事故・事案の顕在化を受け、国土交通省の社会資本整備審議会・

交通政策審議会は「地下空間の利活用に関する安全技術の確立について」（平成 29 年 9 月）を答申（以

下、答申）し、計画・設計・施工・維持管理の各段階における地盤リスクアセスメントを実施するこ

とが、今後の方向性として示された２）。 
 この答申を受け、土木研究所では国土交通省とともに「土木事業における地質・地盤リスクマネジ

メント検討委員会」（以下、委員会）を平成 31 年 3 月に設立し、令和 2 年 3 月に「土木事業における

地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン」３）（以下、ガイドライン）を公表した。また、地質・

地盤リスクマネジメントの実施において参考となる資料も作成した４）。 
 ここでは、ガイドラインで示した地質・地盤リスクマネジメントの概念と要点について紹介する。 

 

２．地質・地盤リスクマネジメントの概念 
２．１ ガイドラインにおける地質・地盤リスクマネジメントの位置づけ 
 答申２）では、地下工事の安全技術の確立に向けた現状と課題として、地質・地盤に関わる想定や条

件設定の不確実性について以下の点を指摘した。 
○工事着手前に全ての地盤情報を明らかにできないことによる安全性や効率性に対するリスクが常にある 
○各事業者は限られた情報の中でリスクアセスメントを実施することとなるが、その技術的手法が必ずしも確立
されていない 

 そして、「福岡地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没に関する検討委員会報告書」１）で示さ

れた、地下空間等での工事における留意事項を引用した上で、 
○計画・設計・施工・維持管理の各段階において、地盤リスクアセスメントを実施できるよう、関係する技術体
系の確立、手続きの明確化、専門家の育成等を行う 

○計画から設計、設計から施工といった次の段階に進む際には、いわゆる“３者会議”（発注者、前段階の実施者
および後段階の実施者）を設置し、前段階で得られた技術的知見や情報等を確実に伝達する 

○維持管理段階で管理者が留意すべき事項をとりまとめた“取り扱い説明書”を作成し引き継ぐ 
○地盤リスクアセスメントに基づくモニタリング計画の作成と実施 
○受発注者間における即時的な情報把握を可能とする情報共有システムの導入 

という項目を今後の方向性と対応策として示している。 
 これらは、リスクを関係者で共有し対応するための手続きの明確化や、技術的知見や情報等を確実

に伝達するという、事業のながれに沿ったリスクへの対応の考え方や体系を求めるものである。つま
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のための仕組みとして大変有効である。これはコミュニケーション及び協議の枠組みと運用の一つの

形態であり、これらを地質・地盤リスクマネジメントの仕組みとして活用することが考えられる。 
 
４．２ リスクアセスメントの手法 
 ガイドラインでは、リスクアセスメントにおいて、リスクの内容、結果の大きさ及び起こりやすさ

（これをリスクレベルという）を整理して“リスクの見える化（見せる化）”を行うという考え方を示

している。ガイドラインでは“リスクの見える化”の具体的手法を提案するには至っていないが、参

考資料４）には参考となるものとして「地質・地盤リスク調査検討業務」におけるリスクレベルの設定

の事例について紹介した。また、地質・地盤の不確実性を考慮するための工夫は、様々な事業で個別

に検討されているものもあり、“見える化”やそのための検討の考え方の事例についても紹介している。 
 こういった事例も参考としながら“リスクの見える化（見せる化）”を図り、関係者の認識をより深

めて多面的な視点でリスクを取り扱うことが望まれる。 
 
５．おわりに 
 ここで述べた地質・地盤リスクマネジメントの概念は新しいものではあるが、これまで全くなかっ

たものではない。地質・地盤の調査によって明らかになった課題に対する設計・施工上の対応を考え

るということ自体は、これまでも行われてきたものである。つまり、地質・地盤リスクマネジメント

はこれまで暗黙知であった地質・地盤リスクの取り扱いを、形式知として体系的に取り扱うというも

のである。このため、ガイドラインでは地質・地盤リスクを意識して事業を進めるための組織・体制

やプロセスについて、実施のための手順を例示している。 
 しかしながら、地質・地盤リスクに主眼をおいたマネジメントの事例は少なく、またリスクアセス

メントやリスク対応についての技術的手法も開発途上の状態であるため、地質・地盤リスクマネジメ

ント技術の継続的な発展と向上が必要である。また、地質・地盤リスクマネジメントを担う人材を育

成することも大きな課題である 
 土木研究所では、地質・地盤リスクマネジメントの事例分析を進め、既存の仕組みや制度の活用や

効果的な運用方法について検討を進めたいと考えている。また、業界団体や国土交通省との連携によ

って地質・地盤リスクマネジメントの技術体系の充実と人材育成を行っていくことを目指している。 
 
【参考文献】 

1) 福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没に関する委員会（国立研究開発法人土木研究

所）：福岡地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没に関する委員会報告書，2017.5， 
https://www.pwri.go.jp/jpn/kentou-iinkai/pdf/houkokusyo.pdf 

2) 社会資本整備審議会・交通政策審議会：「地下空間の利活用に関する安全技術の確立について」20
17.9，https://www.mlit.go.jp/common/001200765.pdf 

3) 国土交通省大臣官房技術調査課・国立研究開発法人土木研究所・土木事業における地質・地盤リス

クマネジメント検討委員会：土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン―関

係者が ONE-TEAM でリスクに対応するために― 令和２年３月，2020.3， 
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001337772.pdf 

4) 土木研究所：地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン－参考資料，2020.3， 
https://www.pwri.go.jp/jpn/research/saisentan/tishitsu-jiban/iinkai-guide2020.html 
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自然エネルギーを活用したダム堆砂対策技術 

－潜行吸引式排砂管の開発－ 
 

水工研究グループ 水理チーム 上席研究員 石神 孝之 

 
１．はじめに 

 土木研究所では、ダム貯水池の堆砂対策およびダム下流の流砂環境の保全・改善のために、より広範

囲な貯水池条件に適用可能で、経済的な堆砂対策手法として、ダムの上下流水位差によるエネルギーを

活用し、輸送管としてフレキシブル管を用いた排砂手法（通称：潜行吸引式排砂管（以下、排砂管））

の開発を行っている。これまでの研究の結果、浚渫などの従来技術よりも低コストの装置で、2.4m の

水位差でも 4 系統を用いれば、巨石、塵芥を含まない約 1 万 m3の堆砂を 2～3 日で吸引、下流へ排砂

できる能力を有する技術となることを確認してきている 1,2)。本報告では、これまでの屋内外での実験

状況と合わせて排砂量等の排砂能力に対する水位差・管延長等の施設設計手法などの開発状況を紹介す

る。 
 
２．潜行吸引式排砂管の概要 

２．１ 潜行吸引式排砂管 

 開発中の潜行吸引式排砂管の構造を図－１、写真－１に示す。形状はフレキシブルな管路をＵ字状に

折り返した形で、一方を取水口としている。使用材料は、取水口から折り返し部（以下、吸引部）まで

がフレキシブル管（サクションホース）、吸引部は重量を持たせて主に鋼製とし、底面に天然ゴム製の

不透水性のシートを配している。吸引部から排水口側は輸送管としてフレキシブル管（サクションホー

ス）としている。また、鋼製の吸引部と取水口側のフレキシブル管の底面には管径の半分の大きさの穴

を設けて土砂の吸引口とする構造となっている。排水口側はダム下流まで延ばすものである。 

 

２．２ 排砂メカニズム 

 排砂管の操作イメージを図－２に示す。まず、①平水時に排砂管を堆砂の表面に設置し、その後、②

出水時に排砂管下流のバルブを開くことにより、堆砂を吸引・放流する。堆砂はすり鉢状を形成しなが

ら吸引され、吸引部は堆砂内に潜行していく。吸引部が底面に達した後も吸引部と上流部の管底面に設

置された穴から土砂を吸引し続け、③最終的には排砂管は再び堆砂の表面に現れるという仕組みにより

排砂を行う。この技術は貯水池の水位と放流地点の水位差を利用して、水位差で生じる管路内の通水に

伴い、吸引口で発生する負圧により堆砂を管内へ吸引し、輸送管を通じてダム下流河川へ排出するもの

である。 

 

３．実験実績 

３．１ 実績概要 

図－１ 潜行吸引式排砂管の構造 写真－１ 排砂管(裏返した状況） 
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 表－１にこれまでの主な実験実績を示す。管径毎の実績を見ると、排砂可能な粒径は 0.1mm から吸

引口径程度（50mm～150mm）の大きさとなっている。また、清水時で管内流速 2.3m/s～3.7m/s が確

保されれば、平均土砂濃度 5%程度での排砂が可能な技術であることが確認できる。また、管径が大き

くなると時間当たりの排砂量が多くなることが見受けられる。 
 これまでの実験から、代表的な事例を以降に紹介する。 
 
３．２ 室内実験事例 

 本実験は、これまでの実験において、排砂能力が最大となった実験事例である。実験の状況を写真－

２に示す。また、実験は図－３に示す水槽で実施した。排砂管は、土砂を水槽内に床板から約 2.5m の

高さまで投入した後、土砂表面上に設置した。この高さを初期河床高（吸引部深度 0m）とする。排砂

管と水槽外の管径 300mm の塩化ビニル管を接続し、下流に土砂濃度計測装置、管終端部に止水バルブ

（スルースバルブ）を設置した。管終端部との水位差を約 2.3m 程度確保する。管終端部は床板から約

1m に位置し、吸引部が床板に到達すると管終端部より低くなる。土砂は図－４に示す粒径 0.053mm～

3.35mm で構成される平均粒径 0.55mm の混合粒径砂を使用した。 

表－１ これまでの実験実績 

管径 吸引口径 場所 水位差 管延長
流速

（清水）
排砂時間

排砂量
（空隙込）

排砂可能粒径 時間当たり排砂量
排砂時流速
（概ね）

土砂濃度
(平均）

100mm 50mm

室内 2.6m 約16m 2.8m/s 約4.5時間 約30m3 0.1mm～2mm 約6.7m3/h 2.5m/s 5.66%

発電所
沈砂池

3.2m 約36m 2.3m/s 15分 約1.2m3
0.1mm～50mm
（長径80mm）

約4.8m3/h 2.2m/s 4.63%

200mm 100mm

穂高砂防
観測所

3.3m 約13m 3.7m/s 78分 約17m3 0.1mm～長径38mm 約13m3/h 3.7m/s 1.92%

高滝ダム
貯砂ダム

1.6m 約18m 2.4m/s 15分 約5.5m3
0.1mm～100mm
（長径140mm）

約22m3/h 2.3m/s 5.07%

300mm 150mm

室内 2.4m 約16m 3.4m/s 約1時間 約50m3 0.1mm～2mm 約50m3/h 2.7m/s 5.13%

高滝ダム
貯砂ダム

1.6m 約18m 2.6m/s 2時間 約21m3
0.1mm～150mm
（長径180mm）

約10.5m3/h 2.5m/s 0.99%

松川砂防
堰堤

12m 約70m 3.0m/s 30分 約7.4m3 0.1mm～80mm 約15m3/s 3.0m/s 2.0%

図－２ 潜行吸引式排砂管の操作イメージ 
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 実験は図－５，６に示すように 3 時間行い、土砂濃度計測装置による計測から求めた総排砂量は

50.19m3（空隙率 0.4 含む）となった。実験前後の水槽内の土砂の測量から総排砂量を計算し、土砂濃

度計測装置から計算された総土砂量と比較した。図－７に実験後の水槽内の状況と縦横断測量結果から

得た河床高を示す。等高線法により求めた総排砂量は 48.96m3（空隙率 0.4 含む）となった。2%程度の

差はあるが、管径 300mm の土砂濃度計測装置においても精度の高い排出土砂濃度が計測できたと考え

られる。 
 実験では図－５，６に示すように実験開始直後から吸引部は潜行し、概ね 30 分で吸引部が水槽の床

板に到達し、潜行中は排出土砂濃度が上昇するとともに管内流速が低下する現象が確認された。図－５

に示したとおり 1 時間で概ね 50m3の排砂を確認した。この結果から、排砂管 4 系統を用いて約２日間

（50 時間）の洪水中に運用できれば 10,000m3相当の土砂が排砂できることとなり、実際のダムにおけ

る堆砂対策に活用可能な規模と考えられる。 

 

写真－２ 実験中の様子 

図－４ 実験土砂の粒度分布 

図－５ 排出土砂濃度と総量の時間変化 

図－３ 実験施設概要図 

図－６ 管内流速と吸引部鉛直位置の時間変化 



- 46 - 
 

 
 
３．３ 現地実験事例 

 これまでの現地実験で、最大規模（配管延長および水位差が最大）の事例である。現地排砂実験は、

天竜川水系松川の長野県片桐ダム上流の松川砂防堰堤において実施した。本実験は、水位差が約 12m
であり、これまでの実験の中で最大の水位差を有するものである。図－８に示すとおり、堰堤の上流側

に吸引部を設置し、堰堤下流側の沈砂地へ排砂するように排砂管を設置した。対象土砂は、塵芥等を除

去した d50=0.53mm〜1.7mm の 3 条件としている（図－９）。 
 排砂管配置縦断図および事前の概略設計の結果（土砂濃度 3%での管軸方向距離における水頭分布）

を図－１０に示す。排砂管の設置については、堰堤上流側と下流側排出口までの落差（水位差）Hn=12m、

上流側管長 L1=38m（上流管長含む）、堰堤部管長 L2=10.3m、下流側管長 L3=20.5m とし、管径 300mm 
（吸引口径 150mm）の吸引部を堰堤上流約 34m に置き、途中、排砂管はサイフォン形式（管高さ：水

面+1m）で配置し、堰堤上流側の吸引部は水深 0.5m の位置から 2m 潜行するものとして施設設計を行

った。また、特筆すべき点として、堰堤部直上流から下流を管径 200mm とすることで、堰堤上流側の

動水勾配を小さくし、最大負圧発生位置での負圧を抑制する工夫を行った。 
 
 

 図－９ 実験使用土砂 

図－７ 実験後の水槽内の状況と河床高 

図－８ 排砂管の配置 
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 図－１１に土砂の d50=0.53mm の条件（ケース 2-1）で、4 度の潜行（着底-クレーンで引き揚げ）操

作を行った 30 分間の実験結果を示す。 本ケースにおける累積排砂量については、流量と土砂濃度の

計測値よりおよそ 7.4m3 が得られた。潜行時（図－１１の経過時間 2 分，17 分頃）には、管内流速が

小さい上流側において、土砂濃度の上昇に伴い堆積層の形成が生じたため、荷重計測に基づくφ300 の

土砂濃度計測値は大きくなっているが、補正を行い堆積の生じていない下流側（φ200）計測値と概ね

同様の土砂濃度となることは確認している。排砂特性としては、潜行初期に高い土砂濃度を示しながら

潜行し、吸引部の潜行速度が低下するにつれ土砂濃度が低下していることが分かる。これは、吸引部に

集まる土砂量が少なくなるとともに現場の礫（吸引できない粒径の土砂）も集まり、吸引しにくくなっ

たためであった。礫による吸引性能の低下がみられたが、排砂時間における土砂濃度から推定した排砂

性能では平均土砂濃度は 2%程度となり 600m3/日が排砂可能となると考えられた。 

 

図－１０ 排砂管配置縦断図と管軸方向距離における水頭分布（土砂濃度 3%） 

図－１１ 実験結果（吸引部位置、土砂濃度、管内流速） 
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４．設計手法 

４．１ 基本的設計事項 

 潜行吸引式排砂管を実際に使用するにあたっ

ては、堆砂の位置・水位差等の情報を基に適切に

設備設計を行わなければならない。現在検討中の

設計の流れを図－１２に示す。設備設計にあたっ

て最も重要な事項は、適切な管内流速を設定する

ことである。最初に使用する管径を設定し、堆砂

位置等を基に管延長・水位差を想定して管内流速

を算定することとなり、算定した管内流速から吸

引可能な土砂粒径・土砂量（土砂濃度）・管内圧

力等の確認を行う必要がある。これまでの実験等

の結果から、目標土砂濃度を 5%程度とすると、

その時の管内流速 3m/s 以上が必要と考えられる。

一方、管内流速が大きい場合は、最高標高位置で

管内圧力が低下して、排水が停止する可能性があ

ることも留意しなければいけない。なお、管径に

ついては、吸引部に接続するフレキシブル管の可

撓性を考慮すると、現時点では管径 300mm を上

限と想定している。 
 
４．２ 配慮事項 

 水位差が大きいため、適正な流速（約 3m/s）に対して管内流速が大きくなりすぎた場合の対応につ

いて紹介する。最も簡易に対応する方法としては、吐口部に設置したバルブの開度を小さくし、管内流

速を適正な流速まで低下させることである。しかしながら、土砂を含んだものであるため、バルブ部で

閉塞することが想定される。このため、松川砂防堰堤での実験においては、配管の途中で管径を小さく

（300mm を 200mm に縮小）することで対応し、配管の途中で閉塞などの問題が生じずに排砂するこ

とができた。本設計による結果は、図－１０にも示しており、圧力水頭について許容管内圧力-7m を下

回らない設計となっている。 
 
５．おわりに 

 潜行吸引式排砂管について、これまでの実験により、配管延長約 70m、水位差約 12m までの規模に

ついては実施可能であり、室内実験の結果ではあるが、排砂能力として 50m3/h の土砂量を排砂可能と

いう結果も得られたところである。また、設計については、適正な流速として想定している管内流速約

3m/s 以上を確保する方策も合わせて、設計手法を示しつつあるところである。 
 現在、配管延長 100m 以上、水位差 20m 以上の条件で現地実験が可能なフィールドが見つかったと

ころであり、今後、これらのより大きな規模での実証実験、土砂粒径が排砂能力に与える影響等につい

ての室内実験等を行い、より確実に排砂が可能な技術として引き続き検討を進めてまいりたい。 
 
【参考文献】 
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2) 宮川仁、宮脇千晴、石神孝之：潜行吸引式排砂管の排砂パフォーマンスと今後の展開、土木学会第

74 回年次学術概要集、Ⅱ-121、2019. 

図－１２ 排砂設備設計の流れ 
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舗装の新たな性能規定化に向けて 
 
道路技術研究グループ グループ長 久保 和幸 

 
１．はじめに 
 従来、道路の舗装は原則として、アスファルト舗装もしくはセメントコンクリート舗装に限定され、

その仕様は「アスファルト舗装要綱」(H13 廃刊)などの技術図書により規定されていた。こうした仕様

規定は、戦後日本の復興を支えるために舗装された道路を大量に建設する上では非常に有効であったと

考えられる。一方で、平成 13 年 3 月に政府の方針として「規制緩和推進 3 か年計画」が閣議決定され

ると、技術革新に対して柔軟に対応するために従来の技術基準類を性能規定化する、という方針に舵が

大きく切られた。この方針を受け、車道及び側帯の舗装の構造の基準が国土交通省令として平成 13 年 6

月に制定され、これを補足する舗装に関する技術図書類 1)も大々的に性能規定化された。 

 技術基準類の性能規定化後、舗装に関するさまざまな新技術が開発されるとともに、舗装工事の長期

性能保証制度 2)など「官から民へ」の規制緩和にも積極的に取り組まれてきた。一方で、平成 24 年 12

月に発生した中央自動車道笹子トンネル天井版落下事故などを踏まえ、平成 25 年を「社会資本メンテ

ナンス元年」として、インフラ老朽化対策についての総合的・横断的な取り組みを推進するなど 3)、道

路管理者として官側技術者の果たすべき役割も見直されてきている。 

 舗装分野においても平成 28 年 10 月に点検要領が策定され 4)、舗装の長寿命化・ライフサイクルコス

ト（以下、LCC）の削減を実現するに当たり、舗装の表層を使い続ける目標期間として「使用目標年数」

の概念を導入し、標準的な年数(修繕サイクル、直轄国道ではおおむね 10～15 年程度)よりも早期に劣

化している箇所については、その原因を究明し適切な措置を行うという「予防保全による LCC の削減」

という方針を示した。 

 ここでは、舗装の性能規定化に関するこれまでの経緯を紹介するとともに、舗装点検要領に基づく点

検により明らかとなった早期劣化箇所における詳細調査を経て、舗装に求められる新たな性能について

言及し、性能規定化の新たな方針について提案する。 

 

２．舗装の性能規定化の経緯 
２．１ 舗装の設計思想 

まずは舗装とは何か、について簡単に説明する。舗はかつては「鋪」の字を用いており、この字は訓

読みで「しく」と読み、その言葉通り「しいて並べる」という意味がある。舗装の起源については諸説

あるが、原始時代に“けものみち”に骨や枝などを敷き並べ、歩行時の快適性や荷物を運ぶ時の耐荷性

能を向上させたものが最古の舗装だと認識されているようである 5)。その後、ローマ帝国の街道では、

馬車などのより重い荷重に耐えられるように石板が敷き詰められ、中世に入ると石板では高価すぎるこ

とから砂利や砕石が締固めて用いられ、さらに近代に入って自転車や自動車のタイヤによるせん断力に

耐えられるように路面付近の層の材料がアスファルトやセメントで固められるようになり、現在のアス

ファルト舗装やセメントコンクリート舗装に至っていると考えられる。このように舗装の大きな目的と

しては 2 つあり、1 つは利用者に対して快適な路面を提供すること、もう 1 つは土台となる路床(原地盤

など)が壊れないように通行する荷重を分散することである。 
図－1 に舗装の概念図を示す。舗装はこのようにいくつか

の層で構成され、重交通道路になるほど荷重分散効果を高め

るために厚くなる。自動車が通行しない歩道部では表層はせ

いぜい 4～5 ㎝で路盤も上層と下層に分けずに 10～15cm を

1 層で構築するが、大型車交通量の多い直轄国道では、表層

だけでも 3 層（15cm）程度で構成し、上層路盤、下層路盤

と合わせると総厚は 1m 近くになる。一般的に上の層ほど薄

く強い（＝高価な）材料で構成され、大型車交通量と路床の

支持力（CBR）を変数として、経済性も考慮してバランスよ

く各層の厚さと材料を決定している。 
 

２．２ 舗装の性能規定化 

図－１ 舗装の概念図 
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図－2 に概念図として示す通り、仕様規定と性能規定はそれぞ

れが一つの異なる決まりではなく、段階的により細かい仕様規

定からより柔軟な性能規定に移行していくものと考えられる。

例えば、図中の性能規定(3)の立場から見れば性能規定(2)の段階

は仕様規定であるといえる。 
平成 13 年に舗装に関する技術図書類が性能規定化された際

には、必須の性能として疲労破壊輪数(繰返し載荷に対する耐久

性)、塑性変形輪数（わだち掘れに対する抵抗性）、路面の平た

ん性が示され、これらの性能を満足すればどのような舗装を設

計してもよいこととなった。一方で、これらの性能を評価する

技術が十分には開発されていなかったため、従来の設計法であ

る CBR-TA法に基づけば所要の性能は満足する、という観点から従来の仕様規定に基づく設計法も“み

なし規定”として残された。 
図－３に舗装の性能指標の例を示す 1)。技術基準の性能規定化後、さまざまな性能が提案され、高速

道路における雨天時の走行安全性を飛躍的に向上させた「排水性舗装」をはじめ、舗装表面に保水性を

持たせることにより、猛暑時の路面温度を 10℃以上低減することができる「保水性舗装」などさまざま

な新技術が開発され、普及してきている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
３．舗装の点検と早期劣化の特定 
３．１ 舗装点検要領の概要 

国土交通省では、平成 25 年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け、老朽化対策に関する各種

施策を進めてきており、舗装に関しても「長寿命化・ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の削減など効率

的な修繕の実施にあたり、道路法施行令第３５条の２第１項第二号の規定に基づいて行う点検に関する

基本的な事項を示し、もって、道路特性に応じた走行性、快適性の向上に資すること」4)が求められた。

これを受けて平成 28 年 10 月に「舗装点検要領」が策定された。平成 13 年に策定された「舗装の構造

に関する技術基準」が主に新設・改築に関するものであるのに対し、この点検要領は維持管理に関する

技術基準といえるものである。 
舗装点検要領の大きなポイントとして、LCC の削減のために効率的な修繕を行うことが推奨されてい

る点が挙げられる。舗装の LCC 削減の方法としては、新設もしくは改築段階で舗装の設計期間を従来

よりも長く設定する「長寿命化」と、管理段階で軽微な破損を見つけ出しし早めに措置することで大規

模修繕までのサイクルを伸ばす「予防保全」の２つがある。点検要領では長寿命化策としてセメントコ

図－２ 性能規定への移行ステップ 

図－３ 舗装の性能指標の例 
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ンクリート舗装の採用も推奨しているが、ここでは予防保全について説明する。 
 舗装点検要領では、特に我が国の舗装の 95％を占めるアスファルト舗装に関して、全体的な修繕サイ

クルの延長を目的に「使用目標年数」という概念を導入した。使用目標年数は「各道路管理者がアスフ

ァルト舗装の表層を使い続ける目標期間として設定する年数」と定義されている 4)。その趣旨は、従来

の「壊れたら直す」という事後処理対応を改めることにある。その考え方としては、管理している道路

の平均的な修繕サイクルを基におよそこのくらいは修繕しなくてもよいと思われる期間を設定し、それ

を下回る区間については、何らかの根本的な問題があるはずなので、

これを解決することで次回の修繕までの期間を延長し、全体の修繕サ

イクルを積極的に伸ばそうというものである。 
図－４に表層の使用年数と診断区分の関係を示す。診断区分Ⅰが健

全な状態であり、Ⅲは修繕の必要があるとされる状態である。表層の

使用目標年数は道路によりさまざまであるが、直轄国道などの重交通

路線では 10～15 年程度ではないかと思われる。アスファルト舗装は

「固い粘土」のようなものであり、すぐには壊れないが、セメントコ

ンクリートのように長期間変形しないというものでもない。その材料

特性上、着実に徐々に壊れていくものであるが、その速度は場所によ

ってさまざまである。舗装点検要領では、設計・施工・維持管理が適

切に行われれば、図－4 に示された「目標以上の耐久性」を実現でき

るはず、という前提に立ち、全体の修繕サイクルを伸ばすためには図

－4 のｄに分類されている舗装(以下、「早期劣化区間」という)を改善

することが重要であると考え、早期劣化区間の解消を道路管理者とし

ての優先課題として位置付けている。 
早期劣化区間の発生要因としてはい

くつかの事象が考えられるが、舗装点

検要領では特に図－5 に示すように、

表層にひび割れが発生しそこから雨水

などが浸透することで路盤まで浸水し、

路盤の支持力が低下することに着目し

ている。直轄国道などの重交通路線で

はアスファルト混合物で構成される層

が 3～4 層あり、その厚さも 20cm 程度

に達するが、修繕対象が厚くなると工

事時間も長くなり交通規制時間にも影

響することから、舗装の補修は路面か

ら 5～10 ㎝のアスファルト混合物層に対して行われることが多い。図－5 のような路盤の支持力低下に

基づく破損を発見するためには路盤が見えるようにアスファルト層を全層撤去するか 7)、FWD と呼ば

れる非破壊診断装置 8)を用いて調査しなければならないが、いずれも通行規制を伴うため実施されるこ

とは稀である。こうした背景から、舗装点検要領では、点検時に「新設又は前回の修繕工事からの経過

年数」を記録することとしており、図－4 における早期劣化区間を抽出するための簡便で有効な手段と

して推奨している。 
 
３．２ 早期劣化の事例(土工部) 

極めて大型車交通量の多い直轄国道において、3～5 年程度の短期間で補修が繰り返されていたことか

ら、国土技術政策総合研究所道路基盤研究室に技術相談があった。対象となる道路は片側 3 車線の国道

で、大型車の交通量が極めて多い幹線道路である。重交通路線であることからもともと損傷の進行が速

い道路ではあったが、最近になって補修頻度が高まっているとのことであった。 
当該道路のうち、特に破損が進行していると思われる 3 区間を調査対象とし、まずは路面の観察を行

った。区間 A、B、C ともに舗装の構造的破損の目安である亀甲状のクラックが発生していたが、区間

A は特に破損状態が悪く、すでに路面を補修した痕跡があった。また、区間 C の破損の程度(ひび割れ

の量)は区間 B に比べると低かった。 

図－４ 表層の使用年数と

診断区分 

図－５ 路盤の支持力低下による早期劣化のイメージ 
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抜きにより床版と舗装の接着不良や床版面での滞水も確認された 10)。ひび割れからの浸水に下層が破壊

されるという事象は前節３．２でご紹介したものと類似しているが、本ケースで特徴的なのは舗装端部

から浸水している点である。特に床版上の舗装端部は締固めが難しく、中央部に比べて締固め度が低い

傾向にあり、水密性の高い舗装端部をどう実現するかが土砂化抑制のポイントとなる。 
図－８に床版上の舗装の概念図を示す。通常、床版

上には２層のアスファルト混合物層を構築し、上層で

ある表層が快適な路面を提供する目的で施工される一

方、下層である基層は鋼床版の場合は床版の変形を表

層に緩和して伝える緩和層として、コンクリート床版

の場合は床版面の不陸を修正するレベリング層として

施工される。鋼床版上の緩和層としてはグースアスフ

ァルトという特殊な材料が用いられているが、その特

徴として、鋼床版の変形に追従するためのたわみ追従

性が高いほか、高温の材料を流し込んで施工するため鋼床版継手部のボルトや段差部など隅々まで充填

でき、締固めが不要、という点が挙げられる。この特徴はコンクリート床版の土砂化で直面している課

題の解決策として理想的であり、土木研究所においてコンクリート床版用のグースアスファルトの開発

が進められているところである 10)。 
 
４．新たな性能規定化に向けて 

 平成 13 年の技術基準の性能規定化の際には舗装の概念を路面と躯体に分け、路面の性能設計と躯体

の構造設計という考え方を新たに示した。図－3 に示した舗装の性能指標の例のうち、躯体に求められ

る性能は耐久性に関わる疲労破壊輪数のみであり、その他は路面で実現される性能である。そして、2.2
で述べた通り、路面性能に関する自由な発想の下、さまざまな舗装技術が開発され、実用化されてきた。 
 一方で、平成 28 年 10 月に舗装点検要領が策定され、早期劣化など舗装の躯体性能に対する関心が高

まりつつある。特に早期劣化の観点からは水による破壊が主要な課題として認識され、舗装材料の防水

性能や弱点となる端部の施工性向上といった課題も明らかとなってきた。 
 このほか、例えば舗装分野における i-Construction
では、ローラーの位置情報を把握することにより、よ

り均一な締固めができるが、そのメリットを明確に説

明できないために導入がなかなか進まない。図－9 に

示す例では、締固め度の平均値は A の方が高いが、B
の方がより均一に施工されており、局所的な締固め不

足は B の方が少ない。従来の管理基準に従えば、A の

方が良い施工、ということになるが、これまで述べて

きたように、局所的な弱点部からの浸水に気を付けな

ければならないという観点では B の方が良い施工、と

いうことになる。i-Construction に基づくより良い施

工を目指すためには「点」で評価する管理基準から「面」で評価する管理基準に転換していかなければ

ならない。 
 技術基準類の性能規定化から 20 年程度が経過し、我が国の舗装技術は図－2 で言えば、路面設計は

性能規定(2)、躯体設計は性能規定(1)の段階にいると考えられる。上記のような新たな課題が見つかっ

た今、それぞれを次の段階の性能規定に移行させることが有効な手段の一つであろう。可能性のある新

たな性能規定について、簡単に整理すると以下のとおりである。 
①新たな舗装各層の性能規定 
 早期劣化の主な要因は水によるはく離であり、はく離抵抗性は有力な要求性能候補である。特にリサ

イクル材を活用するとはく離抵抗性が低くなる傾向にあるが、こうした素材に関わらずはく離抵抗性能

の明確な規定が確立できれば、リサイクル材を積極的に活用するための技術開発も期待できる。 
 また、一般に水が浸透することで支持力が低下するため、水が浸透しないことを前提に設計されてい

る路盤についても、例えば空隙率の高い礫により構築すれば、締固めにより頑強な路盤は構築できない

が、一方で浸水による支持力低下も発生しないことから、水の浸透を前提とした設計も可能である。 

図－８ 床版上の舗装の概念図 

図－９ 締固め度と施工の良否のイメージ 
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②新たな施工管理規定 
締固め度を面的に、さらに路盤や路床などのある程度の厚さを有する層に対しては三次元で管理すれ

ば、より均一な構造物として築造することが可能となり、床版上の舗装などで端部が弱点と分かってい

る場合には、端部の締固め度を規定することも可能となる。i-Construction により十分実現可能な規定

であり、これにより端部の締固め方法などの技術開発も期待できる。 
③新たな性能保証の仕組み 

舗装分野においては図－2 の性能規定(3)に類するものとして舗装工事の長期性能保証にも取り組ん

できている 2)。これは舗装工事完了後 3～5 年経過した時点での舗装の性能を評価し、その良否に応じ

て表彰対象とするなど、施工者側の努力を評価する取り組みであり、最終的にいいものを作ってくれれ

ばどう作るかは問わない、というコンセプトで進められてきている。 
  
５．おわりに 

平成 13 年の技術基準の性能規定化により、特に表層に用いる材料開発が促進され、排水性舗装だけ

でなく、遮熱性舗装などさまざまな技術が実用化されてきた。 
一方、点検要領を整備し、実際の舗装の状況を改めて検証すると、従来の仮定では説明できない破損

の実態が明らかとなり、構造設計においても新たな要求性能の可能性が示唆された。 
i-Construction や BIM/CIM など、公共事業全体を取り巻く環境にも大きな変化がこれからも想定さ

れ、目まぐるしく変わる状況に対して、舗装技術ひいては土木技術の本質である「現場で何が起こって

いるのか」を基本に、要求性能を明確にした上で技術革新に取り組んでいかなければならない。 
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